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1 報告第５号
臨時代理事項の報告について
（１）枚方市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の
　　　一部改正について

2 議案第17号 枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について

　　　　　　　　○開催日時  平成２７年９月２９日　午後２時００分から　 
　　　　　　　　○開催場所　輝きプラザきらら３階　教育委員会室　　　　 

平成２７年 第９回 枚方市教育委員会

定　　例　　会　　　議　　案　　書

案                     件                    名





 

 

報告第５号 

 

 

臨時代理事項の報告について 

 

標題の件について、次のとおり臨時代理処分をしたので教育長に委任する事務等に関する規則

（平成３年枚方市教育委員会規則第２号）第４条第２号の規定により教育委員会に報告し、承認を

求める。 

 

  平成27年９月29日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 村橋 彰  

 

 

１．臨時代理の理由 

   特に緊急を要するため 

 

２．臨時代理事項 

臨時代理第４号  枚方市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

の一部改正について 
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臨時代理第４号 

 

 

枚方市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。 

 

平成 27年９月 16日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 村橋 彰  

 

 

１．臨時代理の内容 

 次ページのとおり 
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枚方市教育委員会規則第５号 

 

枚方市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規 

則 

 

枚方市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和41年枚方市教育委

員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２号中「の第１学年から第３学年までの」を「に就学している」に改める。 

 

附 則［平成27年9月16日公布］ 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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臨
時
代
理
第
４
号
参

考
資

料
 

 
枚
方
市
立
学
校
の
府
費
負
担
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

 
主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正
後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

(
育

児
又

は
介

護
を

行
う

職
員

に
つ

い
て

の
特

例
)
 

第
５

条
 

 
[
略

]
 

⑴
 

[
略

]
 

⑵
 

小
学

校
に

就
学

し
て

い
る

子
の

あ
る

職
員

 
当

該
子

の
放

課
後

児

童
健

全
育

成
事

業
(
児

童
福

祉
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

)
第

６

条
の

３
第

２
項

に
規

定
す

る
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
い

う
。
)

を
行

う
施

設
等

へ
の

送
迎

 

⑶
 

[
略

]
 

  

          

 

(
育

児
又

は
介

護
を

行
う

職
員

に
つ

い
て

の
特

例
)
 

第
５

条
 

[
略

]
 

⑴
 

[
略

]
 

⑵
 

小
学

校
の

第
１

学
年

か
ら

第
３

学
年

ま
で

の
子

の
あ

る
職

員
 

当

該
子

の
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

(
児

童
福

祉
法

(
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
6
4

号
)
第

６
条

の
３

第
２

項
に

規
定

す
る

放
課

後
児

童
健

全

育
成

事
業

を
い

う
。

)
を

行
う

施
設

等
へ

の
送

迎
 

⑶
 

[
略

]
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議案第17号 

 

 

枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第２条第１項第16号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。 

 

  平成27年９月29日  

 

枚方市教育委員会  

教育長 村橋 彰  

 

 

１．内容 

   次ページのとおり 
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枚方市教育委員会規則第   号 

 

   枚方市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 枚方市立図書館条例施行規則（平成23年枚方市教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第７条第２号中「所在する」の次に「５人以上で構成する」を加え、同条第３号中「者」を「も

の」に改める。 

 第９条第２項中「教育長」の次に「又は条例第５条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管

理者」という。）」を加え、同条第４項中「教育長」の次に「又は指定管理者」を加える。 

 第11条第１項中「教育長」の次に「又は指定管理者」を加え、同条第３項中「教育長」の次に

「又は指定管理者」を加え、同項第３号中「前条第２項」を「個人登録の日若しくは前条第２項」

に改める。 

 第13条第１項中「ＣＤ等その他の」を「ＣＤ、ＤＶＤ及びビデオテープ（以下「ＣＤ等」とい

う。）並びに」に改め、同条第２項中「特別の事情があると教育長が認める」を「者として別に定

める」に改める。 

 第14条中「ＣＤ、ＤＶＤ及びビデオテープ（以下「ＣＤ等」という。）の数量の合計は、１人に

つき」を「ＣＤ等の数量は、合計」に改める。 

 第17条中「教育長」の次に「又は指定管理者」を加える。 

 第19条中「教育長が」を削り、同条を第20条とし、第18条の次に次の１条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第19条 条例第５条第１項各号に掲げる図書館の管理についての次の表の左欄に掲げる規定の適用

については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
 

第２条第２項 教育長は、特に必要があると認め

るときは 

指定管理者は、教育長の承認を得

て 

第５条、第７条第

３号、第８条及び

第15条 

教育長 指定管理者 

別表第１ 午前９時30分から午後７時まで 午前９時から午後９時まで 

⑴ 月曜日 

⑵ 12月29日から翌年の１月３日

までの日 

⑶ 館内整理日（毎月の第３木曜

日） 

⑴ 毎月の第４月曜日 

⑵ 12月29日から翌年の１月３日

までの日 

別表第１備考１ 日曜日、土曜日 日曜日 

午前９時30分 午前９時 

別表第１備考２ 館内整理日 毎月の第４月曜日 
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   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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  議
案
第
1
7
号
参
考
資

料
 

 
枚
方
市
図
書
館
条

例
施

行
規

則
の
一

部
改

正
に
つ
い
て
 

 
主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正
後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

 （
貸
出
し
の
対
象
者
）
 

第
７
条
 
[略

] 

⑴
 
[
略
] 

⑵
 

枚
方
市
に

所
在

す
る
５
人
以
上
で
構
成
す
る
団
体
 

⑶
 

前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育

長
が
特
に
認
め
る
も
の
 

 （
個
人
登
録
）
 

第
９
条
 
[略

] 

２
 

個
人
登
録

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
貸
出
申
込
書
（
様
式
第
１
号
）
を
教
育
長
又

は
条
例
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
管

理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
[略

] 

４
 
教
育
長

又
は
指
定

管
理
者

は
、
貸
出
申

込
書
の

提
出
が

あ
っ
た
と

き
は
、

そ
の
内

容
を
審
査

し
、
適

当
と

認
め
た

と
き
は

、
個

人
登
録

を
行
い

、
貸
出

カ
ー
ド

（
様

式

第
２
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

    

 （
貸
出
し
の
対
象
者
）
 

第
７
条
 
[略

] 

⑴
 
[
略
] 

⑵
 
枚
方
市
に
所
在
す
る
団
体
 

⑶
 
前
２
号
に
掲
げ

る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
長
が
特
に
認
め
る
者
 

 

（
個
人
登
録
）
 

第
９
条
 
[略

] 

２
 
個
人

登
録
を
受

け
よ
う
と

す
る
者

は
、
貸
出

申
込
書
（

様
式
第

１
号
）
を

教
育

長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ３
 
[略

] 

４
 
教
育

長
は
、
貸

出
申
込
書

の
提
出

が
あ
っ
た

と
き
は
、

そ
の
内

容
を
審
査

し
、

適

当
と
認
め

た
と
き

は
、
個

人
登

録
を
行

い
、
貸

出
カ
ー

ド
（

様
式
第

２
号
）

を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。
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主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正
後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

（
事
情
変
更
等

の
届
出
等
）
 

第
1
1
条
 

個
人

登
録
を
受

け
た

者
は
、

貸
出
申

込
書
の

記
載

事
項
（

年
齢
及

び
学
年

を

除
く
。
）

に
変
更

が
あ

っ
た
と

き
又
は

貸
出

カ
ー
ド

を
紛
失

し
た
と

き
は
、

遅
滞

な

く
、
教
育
長
又

は
指

定
管

理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
[略

] 

３
 
教
育
長

又
は
指
定

管
理
者

は
、
個
人
登

録
を
受

け
た
者

が
次
の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
個
人
登
録
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
 
[
略
] 

⑵
 
[
略
] 

⑶
 

個
人

登
録

の
日

若
し

く
は

前
条
第

２
項

の
更

新
の

日
又

は
図
書

館
資

料
の

貸
出

し
の
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
か
ら
３
年
を
経
過
し
た
と
き
。
 

 （
図
書
宅
配
サ

ー
ビ
ス
）
 

第
1
3
条
 

個
人

登
録
を
受

け
た

者
の
う

ち
枚
方

市
に
在

住
し

、
在
学

し
、
又

は
在
職

す

る
も
の
は

、
図
書

宅
配
サ

ー
ビ

ス
（
郵

送
等

に
よ
り
、

図
書

館
資
料

（
Ｃ
Ｄ
、

Ｄ
Ｖ

Ｄ
及
び
ビ

デ
オ
テ

ー
プ
（

以
下

「
Ｃ
Ｄ

等
」

と
い
う
。

）
並

び
に

別
に

定
め
る

図
書

館
資
料
を

除
く
。

以
下

こ
の
項

に
お
い

て
同

じ
。
）

の
貸
出

し
を
受

け
、
又

は
図

書

館
資
料
を

返
却
す

る
こ

と
が
で

き
る
サ

ー
ビ

ス
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）
を

利
用

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
図
書

宅
配

サ
ー
ビ
ス

に
要

す
る
費

用
は
、

当
該
図

書
宅

配
サ
ー

ビ
ス
を

利
用
す

る

者
の
負
担

と
す
る

。
た
だ

し
、

身
体
の

障
害
等

に
よ
り

来
館

が
困
難

で
あ
る

者
と
し

て
別
に
定
め
る
者
が
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

 
（
事
情
変
更
等
の
届
出
等
）
 

第
1
1
条
 

個
人
登
録

を
受
け
た

者
は
、

貸
出
申
込

書
の
記
載

事
項
（

年
齢
及
び

学
年

を

除
く
。
）

に
変
更

が
あ
っ

た
と

き
又
は

貸
出
カ

ー
ド
を

紛
失

し
た
と

き
は
、

遅
滞
な

く
、
教
育
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
[略

] 

３
 
教
育

長
は
、
個

人
登
録
を

受
け
た

者
が
次
の

各
号
の
い

ず
れ
か

に
該
当
す

る
と

き

は
、
そ
の
個
人
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
 
[
略
] 

⑵
 
[
略
] 

⑶
 

前
条
第
２

項
の
更
新

の
日

又
は
図
書

館
資
料
の

貸
出
し

の
日
の
う

ち
最
も
遅

い

日
か
ら
３
年
を
経
過
し
た
と
き
。
 

 （
図
書
宅
配
サ
ー
ビ
ス
）
 

第
1
3
条
 

個
人
登
録

を
受
け
た

者
の
う

ち
枚
方
市

に
在
住
し

、
在
学

し
、
又
は

在
職

す

る
も
の
は

、
図
書

宅
配
サ
ー
ビ

ス
（
郵

送
等
に
よ

り
、
図
書

館
資
料

（
Ｃ
Ｄ
等
そ

の

他
の

別
に
定

め
る

図
書
館
資
料

を
除
く

。
以
下
こ

の
項
に
お

い
て
同

じ
。
）
の

貸
出

し
を
受
け

、
又
は

図
書
館

資
料

を
返
却

す
る
こ

と
が
で

き
る

サ
ー
ビ

ス
を
い

う
。
以

下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ２
 
図
書

宅
配
サ
ー

ビ
ス
に
要

す
る
費

用
は
、
当

該
図
書
宅

配
サ
ー

ビ
ス
を
利

用
す

る

者
の
負
担

と
す
る

。
た
だ
し
、

身
体
の

障
害
等
に

よ
り
来
館

が
困
難

で
あ
る

特
別

の

事
情
が
あ
る
と
教
育
長
が
認
め
る
者
が
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正
後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

（
個
人
へ
の
貸
出
し
の
数
量
）
 

第
1
4
条
 

個
人

に
貸
出
し

を
行

う
図
書

館
資
料

の
数
量

は
、

１
人
に

つ
き

12
点
を
限

度

と
し
、
こ
の
う
ち
Ｃ
Ｄ
等
の
数
量
は
、
合
計
３
点
を
限
度
と
す
る
。
 

 

 （
個
人
へ
の
貸
出
し
の
停
止
）
 

第
1
7
条
 

教
育
長

又
は

指
定
管

理
者

は
、
貸

出
期
間

を
6
0
日

以
上
超
過

し
て
い

る
に
も

か
か
わ
ら

ず
図
書

館
資

料
の
返

却
を
行

わ
な

い
者
及

び
条
例

第
４
条

又
は
こ

の
規

則

第
1
1
条
第

２
項
の

規
定

に
よ
る

図
書
館

資
料
に

係
る

損
害
の

賠
償
を

行
わ
な

い
者

に

対
し
、
当

該
返
却

又
は

賠
償
が

行
わ
れ

る
ま

で
の
間

、
図
書

館
資
料

の
貸
出

し
を

停

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）
 

第
19
条

 
条
例

第
５

条
第
１
項

各
号
に
掲

げ
る

図
書

館
の
管

理
に
つ
い

て
の
次
の

表
の

左
欄
に
掲

げ
る
規

定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、

こ
れ
ら

の
規
定

中
同
表

の
中
欄

に
掲

げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
 

       

（
個
人
へ
の
貸
出
し
の
数
量
）
 

第
1
4
条
 

個
人
に
貸

出
し
を
行

う
図
書

館
資
料
の

数
量
は
、

１
人
に

つ
き

12
点

を
限

度

と
し
、
こ
の
う
ち
Ｃ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
及
び
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
等
」
と
い
う
。
）

の
数
量
の
合
計
は
、
１
人
に
つ
き
３
点
を
限
度
と
す
る
。
 

 

（
個
人
へ
の
貸
出
し
の
停
止
）
 

第
1
7
条
 

教
育
長
は

、
貸
出
期

間
を

60
日
以
上
超

過
し
て
い

る
に
も

か
か
わ
ら

ず
図

書

館
資
料
の

返
却
を
行

わ
な
い
者

及
び
条

例
第
４
条

又
は
こ
の

規
則
第

1
1
条
第
２

項
の

規

定
に
よ
る

図
書
館
資

料
に
係
る

損
害
の

賠
償
を
行

わ
な
い
者

に
対
し

、
当
該
返

却
又

は

賠
償
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、
図
書
館
資
料
の
貸
出
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正
後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

 

第
２
条
第
２
項
 

教
育
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
 

指
定
管
理
者
は
、
教
育
長
の
承

認
を
得
て
 

第
５
条
、
第
７
条
第
３
号
、
第

８
条
及
び
第

15
条
 

教
育
長
 

指
定
管
理
者
 

別
表
第
１
 

午
前

９
時

3
0
分

か
ら

午
後

７

時
ま
で
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま

で
 

⑴
 
月
曜
日
 

⑵
 

12
月

29
日
か
ら
翌
年
の

 

１
月
３
日
ま
で
の
日
 

⑶
 
館
内
整
理
日

（
毎
月
の
 

第
３
木
曜
日
）
 

⑴
 
毎
月
の
第
４
月
曜
日
 

⑵
 

12
月

29
日
か
ら
翌
年
の

 

１
月
３
日
ま
で
の
日
 

 

別
表
第
１
備
考
１
 

日
曜
日
、
土
曜
日
 

日
曜
日
 

午
前
９
時

30
分

 
午
前
９
時
 

別
表
第
１
備
考
２

 
館
内
整
理
日
 

毎
月
の
第
４
月
曜
日
 

 

 

（
補
則
）
 

第
2
0
条
 
こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

、
図
書
館
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。
 

                 

（
補
則
）
 

第
1
9
条
 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
図
書
館
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

教
育
長
が
別
に
定
め
る
。
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